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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年６月１３日 ２２時５５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市金
きん

華
か

山
さん

南東方 １,４２７海里付近 

（概位 北緯２５°０３.０′ 東経１６４°５６.０′） 

インシデント調査の経過  平成２６年６月１７日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十一八
や

幡
はた

丸、１９９トン 

１３３３００、株式会社八幡水産 

３７.５４ｍ×６.４０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５９２kＷ、平成４年９月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年６月２９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１月２８日 

免状有効期間満了日 平成３０年６月２８日 

機関長 男性 ７０歳 

四級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和４２年３月３１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月６日 

免状有効期間満了日 平成２９年１２月４日 

死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか１３人が乗り組み（日本国籍６人、イ

ンドネシア共和国籍９人）、まぐろはえ縄漁のため宮城県気仙沼
けせんぬま

市気

仙沼漁港を出港し、金華山南東方沖の漁場へ向け航行中、平成２６年

６月１３日２２時５５分ごろ、機関室からガスが噴き出すような異音

を発した。 

機関長は、主機を点検したところ、６番シリンダの吸気弁のプッシ

ュロッドが曲損して外れていたので、主機を停止し、船舶所有会社の

担当者に主機の状況を連絡した。 

船舶所有会社の担当者は、機関修理会社の担当者に連絡を取り、主
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機の点検箇所についての助言を受け、機関長に伝えた。 

機関長は、機関修理会社等と連絡を取りながら、主機の各部を点検

したところ、給気管に水がたまり、‘６番シリンダの排気弁’（以下

「本件排気弁」という。）の弁傘部の割損及びシリンダライナに傷を

認め、また、潤滑油こし器に金属粉の混入が認められたことから、主

機の運転は、困難であると判断した。 

船舶所有会社担当者は、１６日に本船からの連絡を受け、本船が運

航不能であることを、海上保安署及び漁業組合に連絡し、救助を要請

した。 

本船は、１６日１８時５０分ごろ付近の海域にいた僚船によってえ
．

い
．
航され、その後、来援したタグボートに引き継がれ、２８日１１時

３０分ごろ気仙沼漁港に入港した。 

主機は、入港後、機関修理会社によって開放され、割損した本件排

気弁の弁傘部の破片が、６番シリンダのシリンダヘッドの冷却水通路

まで突き刺さり破口を生じ漏水を起こさせ、ピストンは打痕を生じて

いたが、シリンダライナの傷は浅く、ジャケット部には達していない

ことが判明した。 

機関修理会社は、開放結果を受けて本件排気弁の弁傘部の破片が、

他のシリンダへ侵入していることを懸念し、全シリンダのシリンダヘ

ッドと６番シリンダのピストン、過給機、空気冷却器等を陸揚げし、

点検整備を実施したが、金属粉の発生源を特定できなかったことか

ら、１～５番シリンダのピストンを抜き出し、航海中に確認した６番

シリンダ以外のクランクピン軸受メタル及び主軸受メタルの点検及び

整備を実施した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、海水温度 ６℃ 

 その他の事項 

 

 主機は、過給機付き４サイクル６シリンダディーゼル機関であり、

各シリンダには船首方向から順に番号が付され、各シリンダヘッドに

は、吸気弁２本、弁箱式の排気弁１本が組み込まれていた。 

 主機は、通常運転時の各シリンダ出口排気温度が、平均約３７０℃

で、６番シリンダも許容範囲（取扱説明書によれば、各シリンダ間の

バラツキは平均排気温度±３０℃以内と記載されている。）であり、

冷却水温度の高温警報が鳴ることもなく運転されていた。 

主機は、燃料油としてＡ重油が使用されていたが、燃料価格高騰の

影響を受け、定格の回転数毎分（rpm）３８０のところ３２５rpm に下

げて運転されており、過負荷状態で運転されたことはなかった。 

主機は、危険回転数が、アイドリング回転数以下であり、危険回転

数で使用されることはなかった。 

本件排気弁の弁傘部の破断面は、叩かれて丸くなっていた。 

 本件排気弁は、平成２５年１２月ごろに交換され、本インシデント
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時までに、約６～７か月使用された状態で、取扱説明書によれば、

３,０００～３,５００時間ごと（約６か月ごと）に交換するよう記載

されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、金華山南東方沖を南東進中、主機の本件排気弁の弁傘部が

割損したことから、その破片が、ピストンとシリンダヘッドの間で挟

撃され、異音を発生するとともに、シリンダヘッドに突き刺さって冷

却水通路に破口を生じ、冷却水が漏れて主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと考えられる。 

本件排気弁は、破断面が叩かれて丸くなっていて破断面が観察でき

ず、詳細な整備記録がなかったので、弁傘部が割損に至ったその状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、金華山南東方沖を南東進中、主機の本

件排気弁の弁傘部が割損したため、その破片がピストンとシリンダヘ

ッドの間で挟撃されて異音を発生するとともに、シリンダヘッドに突

き刺さって冷却水通路に破口を生じ、冷却水が漏れて主機の運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機の排気弁は、使用状況を考慮して、取扱説明書に沿った適切

な整備を行うこと。 

 


